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和歌山信愛大学特別活動指導論における
「いじめ防止体験ワークショップ」について

The bully trial workshop in terms of 
the study of Extracurricular Activities of Wakayama Shinai Univ.  

原 啓司 

「令和 5 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
結果」では、いじめの認知件数が過去最多となった。また重大事態の発生件数も同様の
結果である。いじめは、教育現場が抱える大きな課題となっている。特別活動には「人間

関係形成」「社会参画」「自己実現」という視点があり、よりよい人間関係の形成には、い

じめの未然防止に役立つと考えられている。和歌山信愛大学教育学部の特別活動指導論

の授業においていじめ問題を体験的に学ぶことを通して、学生たちとこの問題を深く掘

り下げてみた。 

キーワード：いじめ問題、えんたくんミーティング、いじめ・暴力克服プログラム

1 はじめに 

２０２４年１０月３１日に文部科学省から「令和5年度
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査結果」が発表された。そこには令和5 年度小・中・
高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は、
732、568件（前年度681,948 件）であり、前年度から50,620
件（7.4%）増加した。児童生徒1,000 人当たりの認知件数
は57.9 件（前年度53.3 件）と3 年連続増加し、過去最多
となったと報告されている。加えて、いじめの重大事態の
発生件数は1,306 件（前年度919 件）であり、前年度から
387 件（42.1%）増加し、こちらの数値も過去最多となっ
た。なお重大事態のうち490 件（37.5%）は、重大事態と
して把握する以前にはいじめとして認知されていなかった。
この結果から、今回の数値以上のいじめが学校現場で起こ
っていることが推測できる。また令和6年度版「警察白書」
でも令和 5 年度のいじめに起因する事件数が 292 件、検
挙・補導人員が 404 人とこちらも過去最多となっている。
毎年のように過去最多を更新している現状に現在の教育現
場が抱える課題としていじめ問題は注視していかなければ

ならない。そして、いじめを防止する手立ての一つとして、
人間関係形成力を育む特別活動の実践が求められている。 

和歌山信愛大学教育学部子ども教育学科では、２年次後
期に特別活動指導論の授業を行っている。これから学校現
場へと進路選択を進めていく学生にとって特別活動は重要
な学習内容であり、とりわけ学級担任制を基本とする小学
校では、学級活動・学級指導は学校教育活動全般を通じて
欠くことのできない教育活動である。そこで本授業の中に
いじめ問題を取り上げ、学生たちが現状をから、この問題
に深く意識を向けることをねらいとして、いじめ体験学習
を実施した。 

2 「学習指導要領」「生徒指導提要」より 

「小学校学習指導要領」（2017 年告示）第６章の第１「目
標」には特別活動の目標が次のとおり示されている。 

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，
様々な集団活動に自主的，実践的に取り組み，互いの 
よさ可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題 
を解決することを通して，次のとおり資質・能力を 
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100 ⼈規模の駐⾞場を有する会場の選定、調整に労⼒を要
したことなどが要因と考えられた。年度をまたぐ企画の難
しさはあるが、前年度からの調整の重要性が再確認できた。 
 講演内容の企画は⼤学が⾏い、会場運営は共催市町と役
割を明確にしたことで、打ち合わせ内容が絞れ、打ち合わ
せにかかる時間的なコストも削減できた。また、互いへの
依頼⽂の作成等の事務的な作業も省くことができた。講師
への謝礼⾦や会場使⽤料等、共催市町の⾦銭的な負担はな
く、コンパクトな運営ができたことは⼤変意義深かった。 
 
5.4 総合考察 

「研究機関が遠い地域」への⼤学が果たす研修・研究⽀
援のあり⽅について、「おでかけ！和歌⼭信愛⼤学」の事業
を通し、その⽅法について検証を⾏った。 

⼤学が、講演内容を企画し、会場運営を共催市町が⾏う
ことで、事務的に効率よくコンパクトに、⼤学が地域にお
ける研修事業を実施できた。共催市町が参加者募集を担っ
たことで、研修テーマに関⼼の⾼い参加者を募集できたこ
となども、参加者の満⾜度につながった。 
参加者や共催市町の満⾜度、また講演会終了後、⼤学教
員と⾃園の研修について相談する参加者の姿からも、この
事業が、地域の先⽣⽅や、開催市町の担当者と⼤学（教
員）がつながるきっかけとなり得たのではないかと考え
る。和歌⼭県には「研究機関が遠い地域」が多くある。今
回のような事業を積み上げていくことで、地域における地
元⼤学が、地域とのつながりが深め、研修・研究ニーズを
掘り起こし、地域を⽀える地域連携・地域貢献の形を構築
できるのではないかと考える。 
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問題」は今後、小学校教員を目指す和歌山信愛大学教育学
部の学生にとっては、重要な学びとなることは明らかであ
り、全14 回の授業の中にどのように位置づけ、どうような
内容の学習にするかを考えた時、特別活動における学級活
動についての授業の中で位置づけ、方法については、ただ
資料だけを読み合うのではなく、より体験的、協働的な学
習の場を設定することにした。そして２A、２B と各クラ
ス内に４～５人の班を編成し、全授業を通して体験活動は
その班で行うことにした。 

この活動を目的とした班の設定理由については、この年
代の学生は高校時代をコロナ禍で過ごし、特別活動におけ
る各種行事の経験や他者との交流といった経験が少ないこ
とが想定され、班を設定し、班の一員として協働し他者と
の交流を通して学習効果をもたらすことを意図したからで
ある。 
 全14回の授業計画を以下のように設定した。（表１） 
（表１） 

第１回 特別活動の意義とグループ分け 
第２回 特別活動の歴史と学習指導要領 
第３回 子どもの人権①：子どもの権利条約 
第４回 子どもの人権②：えんたくんワーク 
第５回 学級指導と学級経営 
第６回 体験活動：いじめ問題といじめワーク① 
第７回 体験活動：いじめ問題といじめワーク② 
第８回 学級活動のまとめ 
第９回 体験活動：学級通信作り 
第１０回 児童会活動とクラブ活動 
第１１回 学校行事 
第１２回 体験活動：グループ活動「群読」① 
第１３回 体験活動：グループ活動「群読」② 
第１４回 キャリア教育とキャリア形成 
第１回の班の設定については、学生と対話しながら決定

の方法を話し合い、合意に基づいてくじ引きの形をとった。
座席も班で座り、毎時間ローテーションして教室内の班の
座席位置を変更していくようにした。結果、授業資料をお
互いに配ったり、欠席者の資料を同じ班のメンバーが預か
り後日手渡すといった行動が自主的に行われるようになっ
た。 

第３回では資料にユネスコの「子どもの権利条約」を使

用し子どもの人権を取り上げ、第４回では子どもとの関わ
り方について、コミュニケーションツール「えんたくん」
を活用し、グループ討議を活性化させながらより深く子ど
もの人権と関わり方について考えるようにした。この２回
の授業を受け、第５回では学級経営と学級指導について学
習を行うという計画で授業を進めていった。 

※コミュニケーションツール「えんたくん」について 
「えんたくん」とは直径１ｍ程の円形段ボール板のこと。
４～５人が輪になって座りこの段ボール板を膝の上に乗せ、
さらにその上に同じサイズの書き込み用の紙を置いて使う。
輪になって座ることで序列が見えにくくなり対等な関係を
作りやすくなり、それにより会話が活性化されやすくなる
という利点を生みやすくなる。川嶋直（公益社団法人日本
環境教育フォーラム理事長）が考案し、２０１３年に公益
社団法人日本環境教育フォーラム主催「清里ミーティング」
において初めて導入された。 

※えんたくんの写真（図１）と第４回のワーク「不適切 
な関わりをなくすには」での結果写真。（図２，図３） 
（図１） 

（図２） 
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育成することを目指す。 
(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活 

動を行う上で必要となることについて理解し，行 
動の仕方を身に付けるようにする。 

(2) 集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし， 
解決するために話し合い，合意形成を図ったり， 
意思決定したりすることができるようにする。 

(3) 自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたこ 
とを生かして,集団や社会における生活及び人間関
係をよりよく形成するとともに，自己の生き方に 
ついての考えを深め，自己実現を図ろうとする態 
度を養う。 

この目標の（３）にある「人間関係をよりよくする」と
いう文言には、規範意識や道徳心、自律心の低下から起こ
るいじめ、不登校、学級崩壊などの深刻な現在の教育現場
の課題が背景にある。子どもたちにとって学校は、共に学
び、共に遊び、共に働く場であり、つまりは小さな社会だ
といえる。特別活動はこの小さな社会である学級や学校で
よりよい生活や人間関係づくりを対象とした教育活動であ
り、現在の教育課題と直接対峙していく教育活動であると
いえる。また道徳との関連を考えると、道徳科で価値の内
面的な自覚を図り、特別活動がそれを体験的に実践してい
く場となっていくと捉えることができる。 

「小学校学習指導要領特別活動編」（2017年）では、第
２章「特別活動の目標」（３）の③「互いのよさや可能性
を発揮しながら」において、 

  特別活動における集団活動の指導に当たっては、 
「いじめ」や「不登校」等の未然防止等も踏まえ、児童 

一人一人を尊重し、児童が互いのよさや可能性を発揮 
し、生かし、伸ばし合うなど、よりよく成長し合える 
ような集団活動として展開しなければならない。児童 
が自由な意見交換を行い、全員が等しく合意形成に関 
わり、役割を分担して協力するといった活動を展開す 
る中で、所属感や連帯感、互いの心理的な結びつきな 
どが結果として自然に培われるようにすべきものであ 
る。このような特別活動の特質は、学級経営や生徒指 
導の充実と深く関わるものである。 

と明確に「いじめ防止」と特別活動との関連が示されてい
る。特別活動による人間関係形成力が「いじめ未然防止」
につながることがここでも明らかとなっているのである。 
 また、「生徒指導提要」（2022年）第２章２.5.1には特
別活動と生徒指導の関連が次のように示されている。 

特別活動は、生徒指導の目的である「児童生徒一人 
一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・ 
能力の発達を支える」ことに資する集団活動を通して、 
生徒指導の目的に直接迫る学習活動であると言えます。 

この文言からも特別活動が生徒指導の目的から見ても重要
な教育活動であることがよく理解できる。また生徒指導提
要の第４章では、いじめが大きく取り上げられており、こ
の問題の重要性が伺い知れる。 
 加えて、中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教
育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出
す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」（2021
年）の「はじめに」に示された次の文言に注目したい。 

日本の学校教育はこれまで、学習機会と学力を保障 
するという役割のみならず、全人的な発達・成長を保 
障する役割や、人と安全・安心につながることができ 
る居場所としての福祉的な役割を担ってきた。この役 
割の重要性は今後も変わることはない。 

コロナウィルス感染予防のため臨時休校措置がとられた
とき、教育に携わる者だけでなく、多くの国民が学校とい
う存在価値を改めて認識したことだろう。学校とは、誰も
が希望を持ちながら来ることができ、集団として育ち合う
場であり、子どもたちは情操を身に付け、家庭・地域はと
もにそんな子どもたちを見守り育てていく。この営みこそ
が学校という存在そのものだと言えるのである。 
 以上のように特別活動は、学校における教育活動全体を
下支えし、子どもたちの成長・発達を促す教育活動だと言
える。 

３　特別活動指導論での位置づけ 

ここまで述べてきたように、特別活動における「いじめ
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 以上のように特別活動は、学校における教育活動全体を
下支えし、子どもたちの成長・発達を促す教育活動だと言
える。 

３　特別活動指導論での位置づけ 

ここまで述べてきたように、特別活動における「いじめ

51



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル　No.6,  PP.49-56  2025

53 

〇大切なものが奪われたとき（第７回） 

 第６回を受けて第７回でのいじめ体験ワークショップで
は、「大切なものが奪われるとき」という疑似体験ワークを
行った。このワークも武田（2012）を参考に実施した。実
施方法は下記に記す。 

（図５） 
まず、６分割した用紙に自分にとって大切なものを六つ

書き入れ６枚のカードにする。次に班の中で見せ合ったあ
と、その６枚から３枚を選んで捨てる。（図５）結果、捨て
られない３枚が手元に残ることになる。学生たちが書いた
内容は以下のような内容で、残した３枚には、命、家族、
ペットといった生命に関わるものが多かった。（図６） 

（図６） 
そして次に残った３枚のカードから１枚、隣の人に抜いて
もらい、抜いた人はそのカードをごみのように捨ててもら
うのである。（図７） 

（図７） 

ゲームであったとしても自分がイメージして書いた大切な
ものを目の前で無造作に捨てられるのは、気分のいいもの
ではない。学生たちの感想にも「分かっていても本当にい
やな気分になった。」と書かれていた。小学生で行った場合
でも一様に子どもたちは嫌悪感を口にする。大切なものが
奪われた時の気持ちを疑似体験することになるのである。
授業では、この後、班で話し合うことでその時の気持ちを
共有した。 
 ワークショップを終えて、えんたくんを使ったグループ
セッションを行った。えんたくんミーティングについては、
第４回の授業で「不適切な関わりとは。」というテーマで実
施していたので、２回目となる今回では違和感なくすぐセ
ッションに入ることが出来た。（図８） 

（図８） 
えんたくんミーティングの結果は次のようになった。 
（図９－14） 

（図９） 

（図10） 
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（図３） 

４ いじめ体験ワークショップ 

第５回までの学習を経て、第６回・第７回といじめ体験
ワークショップを行った。内容については、武田（2012）
から選んで行った。 

〇「いじめ」って何？（第６回） 

 授業では、まず平成２５年に施行されたいじめ防止対策
推進法の第２条にあるいじめの定義から学習した。 

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する
学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある
他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている
ものをいう。 

この定義を出発点に、まずいじめ防止対策推進法（概要）
を学習した。次に学校が公開しているいじめ防止基本方針
については、和歌山市立宮小学校と御坊市立藤田小学校の
方針から両校の了解を得て、QR コードから両校の HP の
いじめ防止基本方針を閲覧した。これらの学習を経て、ワ
ークショップ（１）「いじめって何？」を実施した。 
 これは、学生たちが考えている「いじめの行為」もしく
は「いじめにつながる行為」を B5 の用紙に書き、一覧に
して全員で見合うというものである。学生たちが書き出し

た「いじめの行為」もしくは「いじめにつながる行為」を
紹介する。（図４） 

（図４） 
学生の考えたいじめを整理すると、身体への暴力、言葉

の暴力、無視、金銭の要求、ネットへの書き込みや LINE
グループからの排除等が多く見られた。中には、教師から
生徒へ、生徒から教師へといった形のいじめもあり、意見
交流では自身の経験を上げてきた学生もいた。この活動は
小学校高学年で行った場合でも同様の結果が現れる。年度
初めの学級会で実施することで児童の意識調査と同時に啓
発となることが期待できる。 
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〇第６回　「いじめ」って何？

〇第７回　大切なものが奪われたとき  
　ゲームであったとしても自分がイメージして書いた大切
なものを目の前で無造作に捨てられるのは、気分のいいも
のではない。学生たちの感想にも「分かっていても本当に
いやな気分になった。」と書かれていた。小学生で行った場
合でも一様に子どもたちは嫌悪感を口にする。大切なもの
が奪われた時の気持ちを疑似体験することになるのである。
授業では、この後、班で話し合うことでその時の気持ちを
共有した。 



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル　No.6,  PP.49-56  2025

53 

〇大切なものが奪われたとき（第７回） 

 第６回を受けて第７回でのいじめ体験ワークショップで
は、「大切なものが奪われるとき」という疑似体験ワークを
行った。このワークも武田（2012）を参考に実施した。実
施方法は下記に記す。 

（図５） 
まず、６分割した用紙に自分にとって大切なものを六つ

書き入れ６枚のカードにする。次に班の中で見せ合ったあ
と、その６枚から３枚を選んで捨てる。（図５）結果、捨て
られない３枚が手元に残ることになる。学生たちが書いた
内容は以下のような内容で、残した３枚には、命、家族、
ペットといった生命に関わるものが多かった。（図６） 

（図６） 
そして次に残った３枚のカードから１枚、隣の人に抜いて
もらい、抜いた人はそのカードをごみのように捨ててもら
うのである。（図７） 

（図７） 

ゲームであったとしても自分がイメージして書いた大切な
ものを目の前で無造作に捨てられるのは、気分のいいもの
ではない。学生たちの感想にも「分かっていても本当にい
やな気分になった。」と書かれていた。小学生で行った場合
でも一様に子どもたちは嫌悪感を口にする。大切なものが
奪われた時の気持ちを疑似体験することになるのである。
授業では、この後、班で話し合うことでその時の気持ちを
共有した。 
 ワークショップを終えて、えんたくんを使ったグループ
セッションを行った。えんたくんミーティングについては、
第４回の授業で「不適切な関わりとは。」というテーマで実
施していたので、２回目となる今回では違和感なくすぐセ
ッションに入ることが出来た。（図８） 

（図８） 
えんたくんミーティングの結果は次のようになった。 
（図９－14） 

（図９） 

（図10） 

52 

（図３） 

４ いじめ体験ワークショップ 

第５回までの学習を経て、第６回・第７回といじめ体験
ワークショップを行った。内容については、武田（2012）
から選んで行った。 

〇「いじめ」って何？（第６回） 

 授業では、まず平成２５年に施行されたいじめ防止対策
推進法の第２条にあるいじめの定義から学習した。 

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する
学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある
他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている
ものをいう。 

この定義を出発点に、まずいじめ防止対策推進法（概要）
を学習した。次に学校が公開しているいじめ防止基本方針
については、和歌山市立宮小学校と御坊市立藤田小学校の
方針から両校の了解を得て、QR コードから両校の HP の
いじめ防止基本方針を閲覧した。これらの学習を経て、ワ
ークショップ（１）「いじめって何？」を実施した。 
 これは、学生たちが考えている「いじめの行為」もしく
は「いじめにつながる行為」を B5 の用紙に書き、一覧に
して全員で見合うというものである。学生たちが書き出し

た「いじめの行為」もしくは「いじめにつながる行為」を
紹介する。（図４） 

（図４） 
学生の考えたいじめを整理すると、身体への暴力、言葉

の暴力、無視、金銭の要求、ネットへの書き込みや LINE
グループからの排除等が多く見られた。中には、教師から
生徒へ、生徒から教師へといった形のいじめもあり、意見
交流では自身の経験を上げてきた学生もいた。この活動は
小学校高学年で行った場合でも同様の結果が現れる。年度
初めの学級会で実施することで児童の意識調査と同時に啓
発となることが期待できる。 

53

〇第６回　「いじめ」って何？

〇第７回　大切なものが奪われたとき  
　ゲームであったとしても自分がイメージして書いた大切
なものを目の前で無造作に捨てられるのは、気分のいいも
のではない。学生たちの感想にも「分かっていても本当に
いやな気分になった。」と書かれていた。小学生で行った場
合でも一様に子どもたちは嫌悪感を口にする。大切なもの
が奪われた時の気持ちを疑似体験することになるのである。
授業では、この後、班で話し合うことでその時の気持ちを
共有した。 



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル　No.6,  PP.49-56  2025  

 55 

 今回の講義で学んだような、いじめワークを行うことが
生徒や児童にとって最も心に残る教育方法であると私は考
えました。いじめワークの授業をすることにより、いじめ
られている側の気持ちを知ることができ、自分がされたら
いやなことを他人にはしてはいけないという感覚を自然と
身に付けることができると私は考えました。 
 
 子どもたちが道徳的実践力を身に付けられるように、実
際のいじめの事例をもとに子どもたちの間で考えてもらう
取り組みをすることで傍観者にならないことの大切さやい
じめが起こった末路を知ることで自分たちが何をすべきか
気づき、人間性と社会性の育成につながると考えた。 
 
 道徳の授業でいじめに関することを取り上げることや講
義で行った円卓を使ったものや疑似体験をする活動を取り
入れることで、いじめられている側の気持ちを少しでも理
解することに繋がったり、相手の気持ちを考えた行動や発
言になり、たとえ相手の気持ちを考えた行動や発言ができ
なくなっていても、指導を行う際に思い出させるような発
問をすることで相手の気持ちに気づくことができる可能性
が高くなると思った。 
 
 道徳との横断的な学習を通していじめに対する認識を確
認する必要がある。また特別活動の基本的な方向性の中の 
「人間関係形成」はいじめ防止につながる大切な要素だと
考えていて、お互いのことを知ることで思いやりの心を持
つことができるようになり、人の痛みを知ることができる
人間形成能力が育まれると思う。 
 
 学生たちのレポートに目を通してみると、今回の授業に
取り入れた体験的な学習活動に対しては一定の評価を得て
いたことが分かる。中には、現在学校現場で実施されてい
る「いじめアンケート調査」だけでは到底この問題をいい
方向に向かわせることはできないという厳しい意見もあり、
今回のような疑似体験や、答えは出ないとしても考えを出
し合い、問題について話し合う学習活動は有効だという意
見が多かった。   

道徳科との横断的な学習という視点も出された。これに
ついても重要な視点である。“なすことによって学ぶ”と言
われる特別活動は、まさに道徳科で学んだことを実践する

場であると考えられる。特別活動で養われる人間関係形成
力は、いじめ問題を考えるうえで重要な役割を持つと考え
ていいだろう。 

 

６ おわりに 

私自身、昨年度末まで小学校現場に勤務していた。学級
担任として、また管理職という立場でいじめ問題に関わっ
てきた。そこで実感したことは、教職員集団の重要性であ
る。問題が起こっても担任一人で抱え込まず、組織として
対応することや常に子どものことを話題にできる職員室環
境が子どもたちの異変に気付き、早期の対応が可能となる
ことを経験してきた。 

今年度より本学に勤務することになり、特別活動指導論
の講義担当となった。そこで考えたのがこの現場での経験
を講義の中に活かし、学生たちが体験的に学ぶ機会を持つ
ことであった。そこで、学級活動を中心とし、子ども人権、
関わり方、学級指導と学級経営、そしていじめ問題につい
て掘り下げようと決めた。それは来年度、教育実習を経験
し、教員採用試験に向けてスタートを切る時期を迎える２
年生後期の学習には意義のあることだと考えたからである。 

小学校教員の専門性とは何かと問われたとき、「確かな人
権感覚を持ち、教科の指導力と教科外の指導力の両輪を回
すこと。」というイメージが私にある。本学の学生が教育現
場に出た時、子どもたちや教職員と良好な関係を構築し、
常に自身を成長させるために学び続ける教員となることを
期待している。 
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結果から、「いじめはなくすことはできないだろう。だが教
師の働きかけによって減らすようにしなければならない。
早期に発見して早期に対応するようにしなければならな
い。」というのが学生たちの出した意見だった。 
 

５ 授業後のレポートより 

今回の授業を踏まえて、「『令和５年度児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果の概要』
の結果といじめ防止について特別活動の意義の観点から自
身の考えをまとめよ。」というテーマでレポート作成を行っ
た。次にそのレポートに書かれた学生たちの感想を含めた
意見考察を抜粋して紹介する。全員が本学第２学年在籍学
生である。 
 
 本授業で「いじめをなくすためには」という「いじめ」
に関するテーマでグループワークを行った。活動を通して、
いじめの防止のためには「教師の連携」、「子どもと教師の
信頼関係」や「学級経営における教員の配慮」が必要であ
ると知った。 
 
 いじめを防止するために子どもたちがいじめに対する知
識を増やせるように動画等の教材を一つに使うことや、体
験的な学びの機会を得られるような学習をする必要がある
と考えた。 
 
 授業で取り上げた「えんたくん」や「いじめワーク」な
どを用いて自分がされて嫌なことやいじめについての考え
をクラスで話し合い、その意見を先生が保管しておく。そ
うすることで、子どもたちの中でトラブルが起きた時にそ
の意見を提示して子どもたち自身に気付かせることも大き
な対策になると考える。 
 

授業の中で行われた大切なものを書いたカードがどんど
ん捨てられていくことだったり、何がいじめになるのかを
出し合う活動である。これらの活動を取り入れることによ
り、いじめの残酷さを児童が感じ、いじめをすることは決
して許されないことだと認識することができるのではない
かと思った。 
 
子ども同士、子どもと教師、教師と保護者が適切なコミュ
ニケーションによって対話することが大切である。また人
権意識に関しては、授業内で行ったいじめワーク等を通し
て他者理解をする機会を設けることが大切であると考える。 
 

54



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル　No.6,  PP.49-56  2025 

 55 

 今回の講義で学んだような、いじめワークを行うことが
生徒や児童にとって最も心に残る教育方法であると私は考
えました。いじめワークの授業をすることにより、いじめ
られている側の気持ちを知ることができ、自分がされたら
いやなことを他人にはしてはいけないという感覚を自然と
身に付けることができると私は考えました。 
 
 子どもたちが道徳的実践力を身に付けられるように、実
際のいじめの事例をもとに子どもたちの間で考えてもらう
取り組みをすることで傍観者にならないことの大切さやい
じめが起こった末路を知ることで自分たちが何をすべきか
気づき、人間性と社会性の育成につながると考えた。 
 
 道徳の授業でいじめに関することを取り上げることや講
義で行った円卓を使ったものや疑似体験をする活動を取り
入れることで、いじめられている側の気持ちを少しでも理
解することに繋がったり、相手の気持ちを考えた行動や発
言になり、たとえ相手の気持ちを考えた行動や発言ができ
なくなっていても、指導を行う際に思い出させるような発
問をすることで相手の気持ちに気づくことができる可能性
が高くなると思った。 
 
 道徳との横断的な学習を通していじめに対する認識を確
認する必要がある。また特別活動の基本的な方向性の中の 
「人間関係形成」はいじめ防止につながる大切な要素だと
考えていて、お互いのことを知ることで思いやりの心を持
つことができるようになり、人の痛みを知ることができる
人間形成能力が育まれると思う。 
 
 学生たちのレポートに目を通してみると、今回の授業に
取り入れた体験的な学習活動に対しては一定の評価を得て
いたことが分かる。中には、現在学校現場で実施されてい
る「いじめアンケート調査」だけでは到底この問題をいい
方向に向かわせることはできないという厳しい意見もあり、
今回のような疑似体験や、答えは出ないとしても考えを出
し合い、問題について話し合う学習活動は有効だという意
見が多かった。   

道徳科との横断的な学習という視点も出された。これに
ついても重要な視点である。“なすことによって学ぶ”と言
われる特別活動は、まさに道徳科で学んだことを実践する

場であると考えられる。特別活動で養われる人間関係形成
力は、いじめ問題を考えるうえで重要な役割を持つと考え
ていいだろう。 

 

６ おわりに 

私自身、昨年度末まで小学校現場に勤務していた。学級
担任として、また管理職という立場でいじめ問題に関わっ
てきた。そこで実感したことは、教職員集団の重要性であ
る。問題が起こっても担任一人で抱え込まず、組織として
対応することや常に子どものことを話題にできる職員室環
境が子どもたちの異変に気付き、早期の対応が可能となる
ことを経験してきた。 

今年度より本学に勤務することになり、特別活動指導論
の講義担当となった。そこで考えたのがこの現場での経験
を講義の中に活かし、学生たちが体験的に学ぶ機会を持つ
ことであった。そこで、学級活動を中心とし、子ども人権、
関わり方、学級指導と学級経営、そしていじめ問題につい
て掘り下げようと決めた。それは来年度、教育実習を経験
し、教員採用試験に向けてスタートを切る時期を迎える２
年生後期の学習には意義のあることだと考えたからである。 

小学校教員の専門性とは何かと問われたとき、「確かな人
権感覚を持ち、教科の指導力と教科外の指導力の両輪を回
すこと。」というイメージが私にある。本学の学生が教育現
場に出た時、子どもたちや教職員と良好な関係を構築し、
常に自身を成長させるために学び続ける教員となることを
期待している。 
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結果から、「いじめはなくすことはできないだろう。だが教
師の働きかけによって減らすようにしなければならない。
早期に発見して早期に対応するようにしなければならな
い。」というのが学生たちの出した意見だった。 
 

５ 授業後のレポートより 

今回の授業を踏まえて、「『令和５年度児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果の概要』
の結果といじめ防止について特別活動の意義の観点から自
身の考えをまとめよ。」というテーマでレポート作成を行っ
た。次にそのレポートに書かれた学生たちの感想を含めた
意見考察を抜粋して紹介する。全員が本学第２学年在籍学
生である。 
 
 本授業で「いじめをなくすためには」という「いじめ」
に関するテーマでグループワークを行った。活動を通して、
いじめの防止のためには「教師の連携」、「子どもと教師の
信頼関係」や「学級経営における教員の配慮」が必要であ
ると知った。 
 
 いじめを防止するために子どもたちがいじめに対する知
識を増やせるように動画等の教材を一つに使うことや、体
験的な学びの機会を得られるような学習をする必要がある
と考えた。 
 
 授業で取り上げた「えんたくん」や「いじめワーク」な
どを用いて自分がされて嫌なことやいじめについての考え
をクラスで話し合い、その意見を先生が保管しておく。そ
うすることで、子どもたちの中でトラブルが起きた時にそ
の意見を提示して子どもたち自身に気付かせることも大き
な対策になると考える。 
 

授業の中で行われた大切なものを書いたカードがどんど
ん捨てられていくことだったり、何がいじめになるのかを
出し合う活動である。これらの活動を取り入れることによ
り、いじめの残酷さを児童が感じ、いじめをすることは決
して許されないことだと認識することができるのではない
かと思った。 
 
子ども同士、子どもと教師、教師と保護者が適切なコミュ
ニケーションによって対話することが大切である。また人
権意識に関しては、授業内で行ったいじめワーク等を通し
て他者理解をする機会を設けることが大切であると考える。 
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チュウもく！  

－楽しく読みを深めあうための授業づくり－  

「CHU―MOKU！」  
Creating Classes to Have Fun and Deepen Reading Together 

 
岩本 陽介※１ 下硲 彩加※１ 

※１ 和歌山市立新南小学校 わかやま子ども学総合研究センター特別研究会員  
 

文学作品に対し、見方・考え方を働かせながら考えを持ち、読みを深め合うことができ

るようになることを目標として、本実践では、二つ提案を行った。 

①一年生の児童が、自ら読みたくなり、話したくなるようなズレを意図的につくること。 

②友達同士の解釈や根拠の違いを明確にするための教師の出方を工夫すること。 

この実践を通して、児童が意識的に叙述に向かい、登場人物の心情を読み取ろうとする

姿が見られた。 

キーワード：国語科 主体的な学び 意図的なズレ 教師の出方 

 

 

1 はじめに 

本稿は小学校第1学年の国語科授業における授業実践
に関して報告するものである。最初に筆者の勤務校の研究
主題と目指す子供像について述べる。 
勤務校では、「生きてはたらく言語力の育成～子供同士
が自ら関わり合い、言葉をつくして伝え合う国語～」とい
う国語教育の研究主題をあげている。国語教育を中心とし
て、児童が授業を通して取得した国語力を日常生活の場で
生きてはたらく力として発揮することで、「自分のもちう
る能力や個性を十分発揮しながら生活する」「子供一人一
人が自分なりの考えや課題をもち、目を輝かせながら生き
生きと取り組む」「コミュニケーション能力を身につけ、
周りの人々と人間関係を円滑に保つことができる」という
子供像を実現するために実践を重ねている。 
また目指す子供像をより具体的に低・中・高学年ブロッ
クで示している。低学年のブロックテーマは、「楽しみなが
ら、言葉や動作で伝えたり、相手の話をきちんと聞いたり
できる子」を育てることである。ブロックテーマと関わっ

て国語科の物語教材を扱う時には、登場人物を演じたり、
他の解釈に触れて読みを広げ、物語の世界に浸り込んだり
することを大切にしてきた。また、伝え方を意識させ、相
手の話を聞くための聞き方や自分の考えとの比較の仕方を
学ばせることを意識して指導している。 
次節以降では、小学校第１学年国語科の授業実践におけ
る児童の姿を中心に、１年生の児童が自ら読みたくなり、
話したくなるようなズレを意図的につくること、子供同士
の解釈や根拠の違いを明確にするための教師の出方を工夫
することをねらいとした授業づくりについて考えを述べて
いきたい。最後に、まとめと課題について統括的に筆者の
考えを報告するものとする。 

 

２ 授業実践について 

2.1 児童について 
本学級の児童は授業中、進んで自分の考えを発言しよう
とする。また音読も好きで、教科書本文を暗唱しようとす
る児童も多い。反応したり、自分の考えを比較して聞いた
りしながら、ハンドサインを用いて意見を伝え合うことも
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